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私立学校法の改正と監事の役割について

令和７年 11月
文部科学省 私学部参事官付
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本日の内容

（１）総論

（２）改正のポイント

（３）理事・監事・評議員の資格及び構成に関する要件

（４）施行令・施行規則

（５）内部統制システム

•O
<



（１）総論
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私立学校法の一部を改正する法律案の概要私立学校法の一部を改正する法律の概要
趣旨
我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進
するための制度改正を行う。
幅広い関係者の意見の反映、逸脱した業務執行の防止を図るため、理事、監事、評議員及び会計監査人の資格、選任及び解任の手続等
並びに理事会及び評議員会の職務及び運営等の学校法人の管理運営制度に関する規定や、理事等の特別背任罪等の罰則について定める。

概要
「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方から、理事・理事会、監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理し、私立学校の特性
に応じた形で「建設的な協働と相互けん制」を確立。

 理事選任機関を寄附行為で定める。理事の選任に当たって、理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴くこととする。 (第29条、第30条関係)
 理事長の選定は理事会で行う。 (第37条関係)

① 理事・理事会
１．役員等の資格・選解任の手続等と各機関の職務・運営等の管理運営制度の見直し

 監事の選解任は評議員会の決議によって行い、役員近親者の就任を禁止する。 (第31条、第45条、第46条、第48条関係)
② 監事

 理事と評議員の兼職を禁止し、評議員の下限定数は、理事の定数を超える数まで引き下げる。 (第18条、第31条関係)
 理事・理事会により選任される評議員の割合や、評議員の総数に占める役員近親者及び教職員等の割合に一定の上限を設ける。 (第62条関係)
 評議員会は、選任機関が機能しない場合に理事の解任を選任機関に求めたり、監事が機能しない場合に理事の行為の差止請求・責任追及を
監事に求めたりすることができることとする。 (第33条、第67条、第140条関係)

③ 評議員・評議員会

 大学・高等専門学校を設置する大臣所轄学校法人等では、会計監査人による会計監査を制度化し、その選解任の手続や欠格要件等を定める。
(第80条～第87条、第144条関

係)

④ 会計監査人

2．学校法人の意思決定の在り方の見直し ３．その他

施行日・経過措置
令和７年４月１日（評議員会の構成等については経過措置を設ける）

 監事・会計監査人に子法人の調査権限を付与する。(第53条、第86条関係)
 会計、情報公開、訴訟等に関する規定を整備する。                                        

   (第101条～第107条、第137条～第142条、第149条、第151条関係)
 役員等による特別背任、目的外の投機取引、贈収賄及び不正手段で
の認可取得についての罰則を整備する。  (第157条～第162条関係)

 大臣所轄学校法人等においては、学校法人の基礎的変更に係る事項
（任意解散・合併）及び寄附行為の変更（軽微な変更を除く。）に
つき、理事会の決定に加えて評議員会の決議を要することとする。  

(第150条関係)
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私立学校法改正に係る基本的な考え方

１．ガバナンス改革の目的
ガバナンス改革は、学校法人自らが主体性をもって行わなければならない。
ガバナンス改革は「手段」にすぎず、それ自体が「目的」ではない。
ガバナンス改革は、私学助成や基金などの他の政策手段とあいまって、私立
学校の教育・研究の質を向上させるための１つの手段である。

２．理事会と評議員会の権限関係
今回の改正では、「意思決定機関」は理事会であり、評議員会は「諮問
機関」であるという基本的な枠組みは維持する。
その上で、評議員会等による理事会等に対するチェック機能を高めることと
している。

5



私立学校法改正に係る基本的な考え方

３．「対立」ではなく「協働」
今回の改正においては、執行（理事会）と監視・監督（評議員等）の役
割を分離することを基本的な考えとしているが、理事会と評議員会が対立して
しまうことは望ましくない。
理事会と評議員会が相互にけん制しあいながらも、建設的に協力し、時に
は議論しあい、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものである。

４．不祥事を防止する複層的な仕組み
今回の改正では、不祥事を防止する仕組みとして、人事上の仕組みのほか、
不正等の防止や緊急措置の仕組みを整備している。
人事は適材適所の観点から、不正等の防止は危機管理の観点から、それぞ
れ運用されることとなる。
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（２）改正のポイント
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理事会

理事長

監事

選任監査 意見

兼
職
者
が
必
ず
必
要評議員会

改正前 改正後

主な改正のポイント 学校法人の内部機関の相互関係

理事会

理事長

評議員会

監査 意見
決議※２

選定・解職

×
兼職不可

選任・解任

※１ 理事選任機関の構成等は寄附行為で定める
※２ 大臣所轄学校法人等については、解散・合併・重要な寄附行為の変更に評議員会の決議が必要
※３ 大臣所轄学校法人等は会計監査人が必置
※４ 大規模な大臣所轄学校法人等は常勤監事が必置
※５ 監事の監査の対象には理事・理事会のみならず、評議員・評議員会も含まれる
※６ 理事の不正行為等の重大事実があったにもかかわらず、解任請求が認められなかった場合、

評議員は裁判所に対し、解任の訴えを提起することができる

会
計
監
査
人
※３

監査

監事※４・５

選任・解任 選任・解任

親族等の就任制限の強化
（監事の親族の就任禁止など）

理事選任機関※１

意 見
  解任 請求※６

親族等の就任制限の強化
（理事の親族の就任禁止など）

親族等の就任制限の強化
（役員等の親族は各１人まで、

かつ全体で1/6までなど）
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主な改正のポイント 役員等の選解任手続き

改正後
理事選任機関が選任する（30Ⅰ）
（理事選任機関が評議員会以外の場合は、評
議員会の意見聴取を必須（30Ⅱ））
理事選任機関が解任する（33Ⅰ）
（評議員会による解任の求め（33Ⅱ）、評議員
による解任を請求する訴えの提起を可能とする
（33Ⅲ））
理事会が選定（・解職）する（37Ⅰ）
評議員会の決議によって選任する（45Ⅰ）
（理事による監事の選任議案の提出には、監事
の過半数の同意が必要（49Ⅰ）
評議員会の決議によって解任する（48Ⅰ）
（評議員による解任を請求する訴えの提起を可
能とする（48Ⅱ））
寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度
に関する定時評議員会の終結の時までとする
（寄附行為で定める期間は理事４年、監事・評
議員６年を上限とし、理事の期間は監事・評議
員の期間を超えないものとする）（32Ⅰ・Ⅱ、
47Ⅰ、63Ⅰ）

改正前

理事の選任 寄附行為の定めによる

理事の解任 寄附行為の定めによる

理事長の選定等 寄附行為の定めによる

監事の選任 評議員会の同意を得て
理事長が選任する

監事の解任 寄附行為の定めによる

役員等の任期 寄附行為の定めによる

１．役員等の選解任手続き等について
※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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主な改正のポイント 役員等の兼職の制限/役員等の構成の要検討

改正後

各役員についての制限を強化するとともに、評議
員についても近親者等の制限を設ける（31Ⅵ・
Ⅶ、46Ⅲ、62Ⅳ・Ⅴ③）

１人以上必要（62Ⅲ①）
評議員の総数の１／３まで（62Ⅴ①）

評議員の総数の１／２まで（62Ⅴ②）

１人以上必要（31Ⅳ②）
大臣所轄学校法人等は、2名以上必要
（146Ⅰ）

改正前

近親者等に関
する制限

各役員について近親者等が
１人を超えて含まれてはなら
ない

職員である評
議員 １人以上必要

理事・理事会
が選任した評
議員

制限無し

外部理事 1人以上必要

３．役員等の構成の要件等について

２．役員等の兼職の制限等について
改正後

監事は理事・評議員・職員・子法人役員（監
事、監査役等を除く）・子法人職員と兼職禁
止（31Ⅲ、46Ⅱ）
理事と評議員の兼職禁止（31Ⅲ）
理事を超える数が必要（18Ⅲ）

改正前

兼職の制限
監事は理事・評議員・職員と
兼職禁止、1名以上は評議
員と兼職している理事が必須

評議員の定数 理事の２倍を超える数が必要

※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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主な改正のポイント 学校法人の意思決定/監査体制の充実/その他

改正後
招集、決議、議事録等について具体的に法定
（詳細は18、19ページ参照）
大臣所轄学校法人等は、寄附行為の変更（軽
微なものを除く）・任意解散・合併については、評
議員会の決議が必要（150）

改正前
理事会・評議
員会の運営 決議等に関する規定あり

意思決定プロ
セス

重要事項等についてはあらかじめ
評議員会の意見聴取が必要

４．学校法人の意思決定について ※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号

５．監査体制の充実について
改正後

大臣所轄学校法人等は設置義務（144Ⅰ）
特に規模の大きい大臣所轄学校法人等は選定義
務（145Ⅰ）
大臣所轄学校法人等は内部統制システムの整備
義務（148Ⅰ）

改正前
会計監査人 規定無し

常勤監事 選定義務無し

内部統制 規定無し
６．その他

改正後
監事や会計監査人の調査対象とし、子法人の役
職員の監事・評議員への就任制限を設ける
（46Ⅱ、53Ⅱ、62Ⅴ③、86Ⅳ）
評議員会は、役員等に対する責任追及の訴えの
提起を求めることが可能（140Ⅰ）
役員等の特別背任、贈収賄、目的外の投機取引
等について刑事罰を新設（157～162）

改正前

子法人 規定無し

責任追及の
訴え 規定無し

刑事罰 規定無し 11
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主な改正のポイント 監事関連

改正前

監事

基本的資格 なし

主な職務等

①学校法人の業務、財産の状況、理事
の業務執行の状況の監査
②監査報告の作成
③不正行為等の理事会等への報告
④理事会、評議員会の招集の請求
⑤理事の不正行為等の差止め
⑥理事会への出席、意見

定数 ２人以上

任期 寄附行為の定めるところ

選解任方法 評議員会の同意を得て理事長が選任

主な構成の
要件

①理事、評議員、学校法人の職員との
兼職禁止
②理事親族の就任禁止（通知事項）

その他

改正後
学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理
について識見を有する者（45Ⅰ）

①～⑤は改正前と同様（52①、53Ⅰ、56Ⅰ・Ⅱ、
57、58Ⅰ）
⑥理事会、評議員会への出席、意見（55）
⑦理事が評議員会に提出しようとする議案等の調
査（54）
※子法人に対する調査権を明記（53Ⅱ）

２人以上（18Ⅲ）

寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度
に関する定時評議員会の終結の時までとする（寄
附行為で定める期間は６年まで）（47Ⅰ）

評議員会の決議（45Ⅰ、48Ⅰ）

①理事、評議員、学校法人の職員、子法人役員
（監事、監査役等を除く）、子法人職員との兼職
禁止（31Ⅲ、46Ⅱ）
②１人以上の理事、他の監事又は２人以上の評
議員と特別利害関係を有していないこと（46Ⅲ）

一定の要件に該当する大臣所轄学校法人等におい
ては、常勤監事の選定義務化（145Ⅰ） 12

※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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主な改正のポイント 理事会・理事関連
改正前

理事会
位置付け 基本的に意思決定・執行機関

主な職務等 ①学校法人の業務等の決定
②理事の職務の執行監督

理事

基本的資格 なし

定数 ５人以上

任期 寄附行為の定めるところ

選解任方法 寄附行為の定めるところ

主な構成の
要件

①設置する学校の校長を含む
②評議員を含む
③外部理事を含む
④各役員の親族は各１人まで

その他

改正後
基本的に意思決定・執行機関
①学校法人の業務等の決定（36Ⅱ①）
②理事の職務の執行監督（36Ⅱ②）
私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び
学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信
望を有する者（30Ⅰ）
５人以上（18Ⅲ）
寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関
する定時評議員会の終結の時までとする（寄附行為で
定める期間は４年まで）（32Ⅰ）
理事選任機関が選解任（選任の際あらかじめ評議員
会の意見聴取が必要）（30Ⅰ・Ⅱ、33Ⅰ）

①設置する学校の校長を含む（31Ⅳ①）
②外部理事を含む（大臣所轄学校法人等においては
２人以上）（31Ⅳ②、146Ⅰ）
③他の２人以上の理事、１人以上の監事又は２人以
上の評議員と特別利害関係を有していないこと（31Ⅳ
⑥）
④他の理事と特別利害関係を有する理事の数は、理事
の総数の１／３を超えないこと（31Ⅳ⑦）

理事会において、理事長、代表業務執行理事、業務
執行理事を選定（・解職）（37Ⅰ～Ⅳ）
理事会への職務報告義務（年２回以上、大臣所轄
学校法人等は年４回以上）（39Ⅰ、146Ⅱ） 13



主な改正のポイント 理事会の運営関連

改正前
招集権者 理事長

招集手続き 法令の定め無し

招集に関す
る特例等

・理事長は、寄附行為の定めるところにより、
理事から理事会の招集請求があった場合
は、招集義務
・監事は、理事の不正報告等をするために
必要があるときは、理事長に対し、招集の
請求可能（招集されない場合は、自ら招
集可能）

議長 理事長

議決要件
・理事の過半数の出席による開催
・出席した理事の過半数で議決（可否同
数のときは議長が決する）

議決要件の
例外

合併・解散は、理事の総数の２／３以上
の同意が必要

参加方法の
特例 法令の定め無し

改正後
各理事（寄附行為又は理事会の定めにより理事会招
集担当理事を定めることが可能）（41Ⅰ）

理事会の１週間前までに、理事・監事に通知を発出
（全員の同意があるときは不要）（44Ⅰ）

・招集権の無い理事は、理事会招集担当理事に対し、
会議の目的である事項を示して招集の請求可能（招
集されない場合は、自ら招集可能）（41Ⅱ・Ⅲ）
・監事は、理事の不正報告等をするために必要があると
きは、理事会招集権者に対し、招集の請求可能（招
集されない場合は、自ら招集可能）（57）

法令の定め無し（基本的に理事長を想定）

議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その
過半数をもって行う（42Ⅰ）

・寄附行為の変更は、議決に加わることができる理事の
２／３以上の賛成が必要（42Ⅱ①）
・合併・解散は、理事の総数の２／３以上の賛成が必
要（42Ⅱ②）

寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法に
より議決に参加可能（42Ⅳ）
※書面開催による決議は不可、オンライン開催による決議は可

※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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主な改正のポイント 評議員・評議員会関連

改正前

評議員会

位置付け 基本的に諮問機関

主な職務等
①学校法人の業務、財産の
状況、役員の職務の執行状
況等について、意見、諮問へ
の答申

評議員

基本的資格 なし

定数 理事の２倍を超える数

任期 寄附行為の定めるところ

理事との兼職 可能（１人以上必須）

選解任方法 寄附行為の定めるところ

主な構成の要
件

①職員を含む
②25歳以上の卒業生を含む

改正後
基本的に諮問機関だが、監視・牽制機能等を強化
①は改正前と同様（ただし、大臣所轄学校法人等における解散、
合併、重要な寄附行為変更については、決議）（66Ⅱ①・②、
36Ⅳ、150）
③理事選任機関に対する理事選任に関する意見（30Ⅱ）
④監事、会計監査人の選解任（45Ⅰ、48Ⅰ、80Ⅰ、83Ⅰ）
⑤監事に対する理事の不正行為等の差止めの求め（67Ⅰ）
⑥理事選任機関に対する理事の解任の求め（33Ⅱ）

当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特
性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有す
る者（61Ⅰ）

理事を超える数（18Ⅲ）

寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関する
定時評議員会の終結の時までとする（寄附行為で定める
期間は６年まで）（63Ⅰ）
不可（31Ⅲ）
寄附行為の定めるところ（61Ⅰ、64）
①、②は改正前と同様（ただし、①は評議員の総数の１／３ま
で）（62Ⅲ、62Ⅴ①）
③他の２人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと
（62Ⅳ）
④理事又は理事会が選任した評議員の数は、評議員の総数の１
／２を超えていないこと（62Ⅴ②）
⑤理事、監事、他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者、
子法人の役職員である評議員の数は、評議員の総数の１／６を超
えていないこと（62Ⅴ③）

※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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主な改正のポイント 評議員会の運営関連

改正前
招集権者 理事長

招集手続
き等 法令の定め無し

招集に関
する特例
等

・監事は、理事の不正報告等をするために
必要があるときは、理事長に対し、招集の請
求可能（当該請求後、招集されない場合
は、自ら招集可能）
・理事長は、１／３以上の評議員から、会
議に付議すべき事項を示して招集の請求が
あった場合は、招集義務

議長 議長を置く

議決要件
・評議員の過半数の出席による開催
・出席した評議員の過半数で議決（可否
同数のときは議長が決する）
（議長は議決に加わることができない）

議決要件
の例外

・役員等の損害賠償責任の一部免除は、
議決に加わることができる評議員の２／３
以上の賛成が必要
・役員等の損害賠償責任の全部免除は総
評議員の同意が必要

参加方法
の特例 法令の定め無し

改正後
理事（70Ⅰ）

・理事会において、評議員会の日時・場所・目的事項、議案概要等を定める
（70Ⅱ）
・評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する（70Ⅲ）
・評議員会の１週間前までに、評議員に通知を発出（全員の同意があるときは不
要）（70Ⅳ、74）

・監事は、理事の不正報告等をするために必要があるときは、理事に対し、招集の
請求可能（招集されない場合は、自ら招集可能）（57）
・１／３（大臣所轄学校法人等は１／１０）以上の評議員は、理事に対し、
会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求可能（招集されない
場合は、所轄庁の許可を得て招集可能）（71Ⅰ、72Ⅰ）
・１／３（大臣所轄学校法人等は１／１０）以上の評議員は、理事に対し、
一定の事項を会議の目的とすることを請求可能（71Ⅱ）
・１／３（大臣所轄学校法人等は１／１０）以上の評議員は、理事に対し、
会議の目的である事項につき議案を提出することが可能（75Ⅰ）

法令の定め無し

議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う
（76Ⅰ）

・監事解任、役員等の損害賠償責任の一部免除は、議決に加わることができる評
議員の２／３以上の賛成が必要（76Ⅱ）
・役員等の損害賠償責任の全部免除は総評議員の同意が必要（76Ⅲ）

寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により議決に参加可能
（76Ⅴ）※書面開催による決議は不可、オンライン開催による決議は可

※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号
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（３）理事・監事・評議員の
資格及び構成に関する要件
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改正後の私立学校法における理事・監事・評議員の資格及び構成に関する要件

（１）監事、評議員との兼職禁止（31Ⅲ）
（２）設置する学校の校長を含むこと（31Ⅳ①）
（３）外部理事を含むこと（31Ⅳ②）（大臣所轄学校法人は２人以上（146Ⅰ））
（４）他の２人以上の理事、１人以上の監事又は２人（経過措置期間中は３人）以上の評議員と

 特別利害関係を有していないこと（31Ⅵ）
（５）他の理事と特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の１／３を超えていないこと（31Ⅶ）等

理事

特別利害関係：一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係など

（６）理事、評議員、職員、子法人の役職員（監事、監査役等を除く）との兼職禁止（46Ⅱ）
（７）他の監事又は２人（経過措置期間中は３人）以上の評議員と特別利害関係を有していないこと

 （46Ⅲ）                                                                               等

監事

（８）理事、監事との兼職禁止（31Ⅲ、 46Ⅱ）
（９）職員を含むこと（62Ⅲ①）
（10）25歳以上の卒業生（（９）を除く）を含むこと（62Ⅲ②）
（11）他の２人（経過措置期間中は３人）以上の評議員と特別利害関係を有していないこと（62Ⅳ）
（12）職員である評議員の数は、評議員の総数の１／３を超えていないこと（62Ⅴ①）
（13）理事又は理事会が選任した評議員の数は、評議員の総数の１／２を超えていないこと（62Ⅴ②）
（14）理事、監事、他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者、子法人の役職員である評議員の

数は、評議員の総数の１／６（経過措置期間中は１／３）を超えていないこと（62Ⅴ③）  等

評議員
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※ 括弧内の数字は、当該事項が規定されている改正後の私立学校法の条項番号



（４）施行令・施行規則
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私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）の施行に伴い、私立学校法の委任を受け
た各種規定を整備する。

趣旨

改正のポイント

メール等の情報通信の技術を利用する方法で評議員会を招集する場合には、以下の手続をとることとする。

・都道府県知事所轄学校法人においては、これまで必要とされてきた理事及び監事のみならず、評議員及び会計監査人
が就任又は退任した際にも、都道府県知事に対し、届出を行わなければならないこととする。
・都道府県知事所轄学校法人の台帳の調製・保存に係る規定は削除することとする。

１．評議員会の招集通知のデジタル化

２．大臣所轄学校法人等の基準

４．その他

３．常勤監事を置かなければならない法人の基準

都道府県知事所轄学校法人で、以下の①かつ②の基準を満たす法人は、大臣所轄学校法人と同等の扱いとする。
① 収入*110億円 又は 負債20億円 以上
② ３以上の都道府県において学校教育活動を行っていること*2

*１ 最終会計年度における学校事業（私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業）＋収益事業  による経常的な収益の額
経常的な収益の額の計算方法ほか、規定の適用に関し必要な事項は省令で定めることとする。

*2 ３以上の都道府県に学校を設置している または 広域通信制高等学校を設置している こと

大臣所轄学校法人等で、以下の基準を満たす法人は、常勤監事を置かなければならないこととする。
・収入100億円 又は 負債200億円 以上

① 通知発出者は、通知の相手方に対し、用いる方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならないことと
      する。
② 通知発出者は、通知の相手方から、情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申し出が

 あったときは、通知を当該方法で発出してはならないこととする。

20

私立学校法施行令の改正について



私立学校法施行規則の改正について

私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）の施行に伴い、私立学校法の委任を受け
た各種規定を整備する。

趣旨

改正のポイント

「子法人」とは、以下のものとする。
① 当該学校法人が、意思決定機関における議決
権の過半数を有する法人
② 当該学校法人の役職員等が、意思決定機関の
構成員の過半数を占めている法人

「配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別
な利害関係」とは、以下のものとする。
① 事実婚である関係
② 使用人である関係
③ 金銭等を受け取り生計を維持している関係
④ ②、③の配偶者である関係
⑤ ①～③の三親等以内の親族であって生計を一
にする関係

大臣所轄学校法人等において、評議員会の決議が必要と
なる寄附行為変更は、以下の事項に関する変更とする。
① 目的
② 名称
③ 設置する私立学校や学部等の名称等（届出事
項を除く。）
④ 理事の定数、任期、選解任、理事長の選定等
⑤ 監事の定数、任期、選解任等
⑥ 評議員の定数、任期、選解任等
⑦ 理事会及び評議員会の決議
⑧ 理事選任機関の構成、運営等
⑨ 収益事業の種類等
⑩ 解散
⑪ 寄附行為の変更

以下の内容については、他法人法制と同趣旨の内容を規定
することとする。
・学校法人の業務の適性を確保するための体制（第13条）
・理事会議事録、評議員議事録の作成方法（第15条、第
22条）
・監査報告・会計監査報告・事業報告書の作成方法、計算
  書類・事業報告書等の監査の方法（第５章） など

１．子法人（第11条）

２．特別な利害関係（第12条）

４．評議員会の決議が必要となる寄附行為変更（第52条）

５．その他

３．所轄庁への届出（第59条）
これまで必要とされてきた理事及び監事のみならず、評議
員及び会計監査人の就任・退任の際にも、所轄庁への
届出を必要とし、届出書には法令の資格・構成に関する
要件が確認できる書類を添付するものとする。

※寄附行為変更をする際の要件や手続に関する規定のこと
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（５）内部統制システム

22
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【 定義 】
内部統制とは、基本的に、その目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、

組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいう。

→ 学校法人が、その活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みのこと

【 ４つの目的 】
（１）業務の有効性及び効率性

→ 事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高めること

（２）報告の信頼性
→ 組織内及び組織の外部への報告（非財務情報を含む。）の信頼性を確保すること

（３）事業活動に関わる法令等の遵守
→ 事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること

（４）資産の保全
→ 資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること

内部統制システムについて（基本的な考え方）
今般の私立学校法の改正により、大臣所轄学校法人等においては、「理事の職務の執行が法

令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保する
ために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備」（＝内部統制システムの整備）が
必要となり、その基本方針を理事会で決定しなければならないことになります。
また、大臣所轄学校法人等以外の学校法人においても、各学校法人の実情に応じ、内部統制

システムを整備することが望まれます。

１．内部統制とは何か！？
-------------------------------------------------------
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２．内部統制の６つの基本的要素

（１）統制環境
組織の気風を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の

基礎をなし、その対応に影響を及ぼす基盤 → 内部統制の目的を達成しようという学校法人全体の雰囲気
のこと

（２）リスクの評価と対応
組織目標の達成に影響を与える事象について､組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及

び評価し、当該リスクへの適切な対応を行う一連のプロセス
→ 様々なリスクの顕在化の可能性や影響の程度を踏まえ、対応の優先度をランキング付けし、具体的な

対応策を考えること

（３）統制活動
→ 経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める方針及び手続のこと

（４）情報と伝達
→ 必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保する

こと

（５）モニタリング
→ 内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスのこと

（６）ＩＴへの対応
組織目標を達成するために予め適切な方針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織の

内外のＩＴに対し適時かつ適切に対応すること。 → ＩＴを有効利用し、適切に管理すること

内部統制は、以下の６つの基本的要素から構成されています。これらを整備・運用すること
で内部統制の目的を実現させることになります。

（「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」(企業会計審議会)を参考に文部科学省において作成）



３．大臣所轄学校法人等において、具体的に対応しなければならないこと

①理事会として決定する基本方針例 ②具体的な整備例

理事の職務の執行が法令及び寄附行為
に適合することを確保するための体制

 法令遵守体制の整備方針や理事会に
おける適切な監督体制の整備等

 コンプライアンス規程・法
令遵守マニュアルの作成

 理事会運営規則の作成

省令で定
める体制

一 理事の職務の執行に係る
情報の保存及び管理に関する
体制

 理事が意思決定や業務執行を行った
場合又は職員が職務執行を行った場
合における、当該行為に関する記録の
作成、保存、管理、廃棄及び閲覧方法
等

 議事録、決裁文書等に関
する文書管理規程の作成

二 損失の危険の管理に関す
る規程その他の体制

 想定されるリスクの内容及びその防止
策（具体的な手続・機構）

 発生したリスクへの対処方法
 当該手続や対処方法を実施するため

の人的・物的体制に関する事項

 リスク管理規程の作成、リ
スク管理組織・責任者の設
置

 緊急時の役員対応等
 役職員に対するリスク管理

研修の実施
 リスク管理手法や体制の

有効性検証・見直し

三 理事の職務の執行が効率
的に行われることを確保する
ための体制

 理事が職務執行を行うにあたって必要
な決裁体制等

 外部の専門家の助言を受けるための
体制等

※その他には、理事の職務執行のために効率的な人
員配置がなされているか検証する体制等に関する事
項を決定することも考えられる。

 理事職務権限規程の作成
 職員の職務分掌に関する

規程の作成
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大臣所轄学校法人等においては、以下の内容について、①理事会として方針を決定するとともに、②具体
的な整備を行わなければなりません。具体的には文部科学省作成の「内部統制システム整備の基本方針
(例)」も御参照ください。 （参照：https://www.mext.go.jp/content/20240222-mxt_sigakugy-000021776-1.pdf）
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①理事会として決定する基本方針例 ②具体的な整備例

省令で定
める体制

四 職員の職務の執行が法令
及び寄付行為に適合すること
を確保するための体制

 法令遵守体制の整備方針
 職員相互間の適切な監督体制の創設

等

 コンプライアンス規程・法
令遵守マニュアルの作成

 職員に対するリスク管理に
関する教育・研修の継続
的な実施

 内部監査部門の設置

五 監事がその職務を補助す
べき職員を置くことを求めた場
合における当該職員に関する
事項

 監事が補助職員を求めた場合におけ
る対応方針

 補助職員を監事専属とするのか他の部
署と兼務させるのか

 補助職員の人数や地位等

 監事監査規程の作成
 監査室、コンプライアンス

室の設置

六 前号の職員の理事からの
独立性に関する事項

 補助職員の採用、異動についての監事
の同意の要否

 理事の補助職員に対する指揮命令権
の有無

 補助職員の報酬及び懲戒についての
監事の関与

 補助職員の人事評価についての監事
の意見陳述

 監事監査規程の作成

七 監事の第五号の職員に対
する指示の実効性の確保に
関する事項

 補助職員の重要会議への同行の要否  監事監査規程の作成



①理事会として決定する基本方針例 ②具体的な整備例

省令で定
める体制

八 理事及び職員が監事に報
告をするための体制その他の
監事への報告に関する体制

 監事に報告すべき事項の範囲
 報告すべき事項に応じた報告方法
 職員が監事に直接報告することができ

る制度（内部通報制度）

 監事監査規程の作成
 内部通報に関する規程の

作成

九 前号の報告をした者が当
該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

 監事への報告を理由とする解雇等不利
益処分の禁止

 職員から法人への報告が直接又は間
接に監事に対して行われる体制

 監事監査規程の作成
 内部通報に関する規程の

作成

十 監事の職務の執行につい
て生ずる費用の前払又は償
還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に
関する事項

 監事の職務の執行について生ずる費
用の前払い又は償還手続

 監事監査規程の作成

十一 その他監事の監査が実
効的に行われることを確保す
るための体制

 その他学校法人の実情に応じて、監事
の監査が実効的に行われることを確保
するための体制

 理事長と監事の定期的な
会合の実施

 監事が必要と認めた場合
における、弁護士、公認会
計士等の外部専門家との
連携

27
※上記はあくまで例示であり、具体的には各学校法人の実態に応じて御判断ください。
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４．内部統制システム構築の具体的な流れ

（３）内部統制システムの基本方針の策定
法人の内部統制システムの基本方針について、理事会で決定

（４）基本方針に基づく内部統制システムの整備
基本方針に基づいて、内部統制に係る必要な規程の策定及び見直し等

（５）内部統制システムに基づく実務上の適切な業務の運営
整備されたシステムに基づいて各部署において業務を運営

（２）内部統制システムの課題認識
現状把握を通じて、業務の適正を確保するために必要な体制と現状の体

制を比較し、取り組むべき内容を決定

（１）内部統制システムの現状把握
内部統制状況の確認、内部統制に係る規程等の整備状況の確認

（６）体制と運営に齟齬がないかの確認と、それを踏まえた改善
整備されたシステムと実際の業務運営に齟齬がないかについて、内部

監査担当部署や内部監査担当者をはじめとして確認、それを踏まえて各
部署や必要に応じて理事会を経て改善

令和７年４月１日まで
に整備

令和７年４月以降
随時実施

学校法人における内部統制システムを構築するまでの具体的な流れは以下のとおりです。内
部統制システムを整備した後は、適切な運営、確認、改善のサイクルを回していただく必要が
あります。



理事会
理事長

監査

内部監査部門

理事

計算書類・附属明細書
・財産目録の監査

内部監査

各業務にわたる事項、共通する事項の総括・調整

内部統制基本方針
経営に関する管理体制、リスク管理に関する管理体制、コンプライアンスに関する管理体制、監査環境の整備

寄附行為・中期計画

評議員会

会計監査人

意見

各部門

内部統制推進責任者※

職員

P

D

C

A

報告

報告

連携
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内部統制に関する規程・組織体制

計画⇒実施⇒評価⇒改善
のサイクル

決定 決定

報告 報告

報告

連携
監事

監事補助職員

外部監事
連携

報告

※学校法人の実情に応じて内部統制推進責任者の設置要否を検討

内部統制システムに関する体制（イメージ）

| | 
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法令、監査事項、文部科学省の通知等に関する内容に不明点等があれば、ご相談ください。

文部科学省高等教育局
私学部参事官付財務調査係
電話：03-5253-4111（2539）
メール：sigsanji@mext.go.jp
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